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第７節 世代を超えて共に生きる

少子化・核家族化・情報化などにより、子どもの人とのコミュニケーションのための能力
が低下しているのではないかとの指摘がなされています。
また、高齢化が進む中で、高齢者の豊かな経験と知識を学校教育に積極的に活用する

ため、これまで以上に世代を超えた交流を推進していく必要があります。
このため、学校において、学年間交流の機会や地域の様々な世代の人々と交流できる

機会を拡充します。また、地域の文化・歴史を生かした世代間交流やスポーツ活動を通し
ての多世代交流を推進し、子どもから高齢者までが交流し多世代が共に生きる地域社会づ
くりに努めます。

(7) 世代を超えて共に ① 学校における世代間・異年齢間交流の推進
生きる ② 地域の文化・歴史を生かした世代間交流の推進

③ 芸術文化を共に創造する機会の拡充
④ スポーツを通しての多世代交流

項 目 具体的施策の方向

① 学校における世代 Ì 地域の高齢者等との交流機会拡充
間・異年齢間交流の 高齢者を大切にし、少子・高齢社会を共に生きていく
推進 姿勢を育むため、地域のお年寄りや幼児との交流学習を

積極的に推進します。

Ì 学年間交流及び小・中・高等学校間交流機会の拡充
互いに共感し共に学び合う姿勢を育むため、総合的な

学習の時間や学校行事等において、異学年交流学習や小
・中・高・養護学校等の交流及び共同学習を推進します。

② 地域の文化・歴史 Ì 地域の児童生徒が参加する行事・風俗の伝承
を生かした世代間交 年長者の指導・支援によって継承され児童生徒が主と
流の推進 なって行われている地域の行事や風俗は、少子化の影響

で、その存続が危ぶまれているため、地域の生活の核と
なる行事や風俗が絶えることのないようその伝承を図り
ます。

Ì 多世代が参加する県民俗芸能大会の推進
世代による役割分担があり、地域全体で継承されてい

る民俗芸能の継承に努めるため、多世代が参加して理解
を深める機会となる県民俗芸能大会を推進します。

Ì 伝統文化の多世代にわたる後継者の育成
伝統文化を継承することの重要性を各世代に周知する

機会を拡充し、伝統文化の後継者を育成します。

Ì 伝統文化の復活・公開
古老からの聞き取り調査等により、伝承が絶えてしま

った県内の伝統文化の復活、公開を図ります。

③ 芸術文化を共に Ì 県芸術祭の拡充
創造する機会の拡充 世代を超えた様々な文化の交流を促進するため、全県

的な文化交流の場である県芸術祭の拡充に努めます。

Ì 文化活動への支援
文化を担う人づくりと、文化発信の機能を持つ文化イ

ベントの開催について検討します。
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また、(財)福島県文化振興基金と連携をとり、文化活
動に対する支援に努めます。

Ì 県総合美術展覧会・県文学賞の充実
青少年から高齢者までの幅広い世代からの応募を奨励

するなど、県総合美術展覧会・県文学賞の充実に努めま
す。

④ スポーツを通しての Ì 多世代・多種目・多志向の総合型地域スポーツクラブの育
多世代交流 成促進

子どもから高齢者まで誰もが、いつでも、どこでも、
いつまでも気軽にスポーツに親しむことができる総合型
地域スポーツクラブの育成に努め、世代間交流を図りま
す。

語 注 （第７節 世代を超えて共に生きる ）

総合型地域スポーツク ※ 詳細は４０ページに掲載

ラブ

◆舞台芸術公演の実施状況

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16
本物の舞台芸術体 公立文化施設公演 － － ９ ５ ５
験事業（Ｈ14～） 学校公演 － － ４ ８ １０
芸術文化総合体験事業（Ｈ13のみ） － ３ － － －
移動芸術祭巡回公演（～Ｈ12） ２ － － － －
舞台芸術ふれあい教室（～Ｈ12） ３ － － － －
家庭劇場 １４ １４ １９ １９ １９
芸術鑑賞教室 ４ ６ － － －

◆福島県総合美術展覧会出品作品数

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16
１,０６３ １,０５９ １,０６３ １,０５３ １,０９４


